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議案第２５号資料 
上尾市立学校設置条例（昭和３９年上尾市条例第１１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（２） 小学校 （２） 小学校 

名称 位置 

１ 上尾市立上尾小学校 上尾市仲町一丁目１１番４６号 

～ 略 ～ 

６ 上尾市立大石小学校 上尾市大字小泉７４５番地１ 

～ 略 ～ 

２２ 上尾市立上平北小学校 上尾市大字南２８７番地 
 

名称 位置 

１ 上尾市立上尾小学校 上尾市仲町一丁目１１番４６号 

～ 略 ～ 

６ 上尾市立大石小学校 上尾市小泉九丁目２８番地２ 

～ 略 ～ 

２２ 上尾市立上平北小学校 上尾市大字南２８７番地 
 

 

上尾市立公民館条例（昭和６０年上尾市条例第８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

上尾市立上尾公民館 上尾市二ツ宮７５０番地 

上尾市立上平公民館 上尾市上平中央三丁目３１番地５ 

上尾市立平方公民館 上尾市大字平方９０５番地１ 

上尾市立原市公民館 上尾市大字原市３４９９番地 

上尾市立大石公民館 上尾市大字小泉７４７番地８ 

上尾市立大谷公民館 上尾市大字大谷本郷９４９番地１ 
 

名称 位置 

上尾市立上尾公民館 上尾市二ツ宮７５０番地 

上尾市立上平公民館 上尾市上平中央三丁目３１番地５ 

上尾市立平方公民館 上尾市大字平方９０５番地１ 

上尾市立原市公民館 上尾市大字原市３４９９番地 

上尾市立大石公民館 上尾市小泉九丁目２８番地１ 

上尾市立大谷公民館 上尾市大字大谷本郷９４９番地１ 
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議案第２８号資料 
 
上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例新旧対照表（傍線の部分は、改正部分） 

改     正     案 現          行 
第１条～第７条（略）  

（介護補償）  

第７条の２（略）  

２  介護補償は、月を単位として行うも

のとし、その額は、１月につき、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。  

(1) 介護補償に係る障害 (障害の程度に

変更があった場合は、その月における

最初の変更の前の障害。第３号におい

て同じ。)が常時介護を要する程度の障

害として教育委員会規則で定めるもの

に該当する場合 (次号において「常時介

護を要する場合」という。 )において、

その月に介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき (次号に掲

げるときを除く。)その月における介護

に要する費用として支出された額 (そ

の額が１０万４，９５０円を超えると

きは、１０万４，９５０円 ) 

 

(2) 常時介護を要する場合において、そ

の月 (新たに介護補償を行うべき事由

が生じた月を除く。以下この号及び第

４号において同じ。)に親族又はこれに

準ずる者による介護を受けた日がある

とき (その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日がある場合にあ

っては、当該介護に要する費用として

支出された額が５万７，０３０円以下

であるときに限る。 ) ５万７，０３０

円  

(3) 介護補償に係る障害が随時介護を要

する程度の障害として教育委員会規則

で定めるものに該当する場合 (次号に

おいて「随時介護を要する場合」とい

う。 )において、その月に介護に要する

費用を支出して介護を受けた日がある

とき (次号に掲げるときを除く。 )その

月における介護に要する費用として支

出された額 (その額が５万２，４８０円

を超えるときは、５万２，４８０円 ) 

 

(4) 随時介護を要する場合において、そ

の月に親族又はこれに準ずる者による

介護を受けた日があるとき (その月に

介護に要する費用を支出して介護を受

けた日がある場合にあっては、当該介

第１条～第７条（略）  

（介護補償）  

第７条の２（略）   

２  介護補償は、月を単位として行うも

のとし、その額は、１月につき、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。  

(1) 介護補償に係る障害 (障害の程度に

変更があった場合は、その月における

最初の変更の前の障害。第３号におい

て同じ。 )が常時介護を要する程度の

障害として教育委員会規則で定める

ものに該当する場合 (次号において

「常時介護を要する場合」という。 )

において、その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日があると

き (次号に掲げるときを除く。)その月

における介護に要する費用として支

出された額 (その額が１０万４，５７

０円を超えるときは、１０万４，５７

０円 ) 

(2) 常時介護を要する場合において、そ

の月 (新たに介護補償を行うべき事由

が生じた月を除く。以下この号及び第

４号において同じ。 )に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受けた日が

あるとき (その月に介護に要する費用

を支出して介護を受けた日がある場

合にあっては、当該介護に要する費用

として支出された額が５万６，７９０

円以下であるときに限る。 ) ５万６，

７９０円  

(3) 介護補償に係る障害が随時介護を

要する程度の障害として教育委員会

規則で定めるものに該当する場合 (次

号において「随時介護を要する場合」

という。 )において、その月に介護に

要する費用を支出して介護を受けた

日があるとき (次号に掲げるときを除

く。 )その月における介護に要する費

用として支出された額 (その額が５万

２，２９０円を超えるときは、５万２，

２９０円 ) 

(4) 随時介護を要する場合において、そ

の月に親族又はこれに準ずる者によ

る介護を受けた日があるとき (その月

に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日がある場合にあっては、当
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護に要する費用として支出された額が

２万８，５２０円以下であるときに限

る。 ) ２万８，５２０円  

第８条～２３条  （略）  

   

   附 則 

第１条～第２条 （略） 

（他の法律による給付との調整） 

第３条 年金たる補償の額は、当該補償 

の事由となった障害又は死亡について次の表

の中欄に掲げる年金たる給付が支給される

場合には、当分の間、この条例の規定にかか

わらず、この条例の規定(第１６条の２を除

く。)による当該年金たる補償の額に、当該

年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げる

率(当該年金たる給付の数が２である場合に

あっては、それぞれの当該年金たる給付に応

ずる同表の右欄に掲げる率を合計して得た

率から１を控除して得た率)を乗じて得た額

(その額がこの条例の規定による当該年金た

る補償の額から当該補償の事由となった障

害又は死亡について支給される当該年金た

る給付の額(当該年金たる給付の数が２であ

る場合にあっては、それらの合計額)を控除

して得た額を下回る場合には、当該控除して

得た額)とし、その額に５０円未満の端数が

あるときは、これを切り捨て、５０円以上１

００円未満の端数があるときは、これを１０

０円に切り上げるものとする。 

 

傷病補

償年

金 

（略） ０．８８ 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

２（略） 

 

３ 休業補償の金額は、同一の事由につ 

いて次の表の左欄に掲げる年金たる給付が支

給される場合には、当分の間、この条例の規

定にかかわらず、この条例の規定による休業 

 

該介護に要する費用として支出され

た額が２万８，４００円以下であると

きに限る。 ) ２万８ ,４００円  

第８条～２３条  （略）  

   

 附 則 

第１条～第２条 （略） 

（他の法律による給付との調整） 

第３条 年金たる補償の額は、当該補償 

の事由となった障害又は死亡について次の表

の中欄に掲げる年金たる給付が支給される

場合には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定(第１６条の２を

除く。)による当該年金たる補償の額に、当

該年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げ

る率(当該年金たる給付の数が２である場

合にあっては、それぞれの当該年金たる給

付に応ずる同表の右欄に掲げる率を合計し

て得た率から１を控除して得た率)を乗じ

て得た額(その額がこの条例の規定による

当該年金たる補償の額から当該補償の事由

となった障害又は死亡について支給される

当該年金たる給付の額(当該年金たる給付

の数が２である場合にあっては、それらの

合計額)を控除して得た額を下回る場合に

は、当該控除して得た額)とし、その額に５

０円未満の端数があるときは、これを切り

捨て、５０円以上１００円未満の端数があ

るときは、これを１００円に切り上げるも

のとする。 

 

傷病補

償年

金 

（略） ０．８６ 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

 

２（略） 

 

３ 休業補償の金額は、同一の事由につ 

いて次の表の左欄に掲げる年金たる給付が支

給される場合には、当分の間、この条例の

規定にかかわらず、この条例の規定による
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補償の金額に、同表の左欄に掲げる当該年金た

る給付に応ずる同表の右欄に掲げる率(当該

年金たる給付の数が２である場合にあって

は、それぞれの当該年金たる給付に応ずる同

表の右欄に掲げる率を合計して得た率から

１を控除して得た率)を乗じて得た金額(そ

の金額がこの条例の規定による休業補償の

金額から同一の事由について支給される当

該年金たる給付の額(当該年金たる給付の数

が２である場合にあっては、それらの合計

額)を３６５で除して得た額を控除して得た

金額を下回る場合には、当該控除して得た金

額)とする。 

 

障害厚生年金等 ０．８８ 

（略） （略） 

 

４（略）  

 

第４条（略）  

 

休業補償の金額に、同表の左欄に掲げる当

該年金たる給付に応ずる同表の右欄に掲げ

る率(当該年金たる給付の数が２である場

合にあっては、それぞれの当該年金たる給

付に応ずる同表の右欄に掲げる率を合計し

て得た率から１を控除して得た率)を乗じ

て得た金額(その金額がこの条例の規定に

よる休業補償の金額から同一の事由につい

て支給される当該年金たる給付の額(当該

年金たる給付の数が２である場合にあって

は、それらの合計額)を３６５で除して得た

額を控除して得た金額を下回る場合には、

当該控除して得た金額)とする。 

 

障害厚生年金等 ０．８６ 

（略） （略） 

 

４（略）  

 

第４条（略）  

  

 

案 現行 

  別表（第２条関係）     別表（第２条関係）   

   補償基礎額表    補償基礎額表   

  

医師、

歯科医

師又は

薬剤師

として

の経験

年数 

５年 

未満 

５年 

以上 

１０

年 

未満 

１０

年 

以上 

１５

年 

未満 

１５年 

以上 

２０年 

未満 

２０年 

以上 

２５年 

未満 

２５年 

以上 
    

医師、

歯科医

師又は

薬剤師

として

の経験

年数 

５年 

未満 

５年 

以上 

１０

年 

未満 

１０

年 

以上 

１５

年 

未満 

１５年 

以上 

２０年 

未満 

２０年 

以上 

２５年 

未満 

２５年 

以上 
  

  
学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

6,083 7,845 9,490 10,743 11,608 12,350     
学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

6,003 7,775 9,450 10,703 11,573 12,318   

  

円 円 円 円 円 円 

    

円 円 円 円 円 円 

  

  学校薬

剤師の

補償基

礎額 

5,133 6,110 6,815 7,980 8,878 9,340     学校薬

剤師の

補償基

礎額 

5,068 6,050 6,783 7,950 8,850 9,313   

  

円 円 円 円 円 円 

    

円 円 円 円 円 円 

  

  
       

    
       

  

 





 

  

 

 


